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緑園五丁目防災本部（公開版） 

目的 

緑園五丁目防災本部の活動を円滑に行うために制定する。 

なお、下記についてはあくまで一般市民としてできる範囲で支援を行うもので、責任を伴うものではない。 

防災本部・組織の考え方 

1. 防災本部組織は緑園五丁目自治会（以下「自治会」）役員をこれにあてる。 

2. 防災本部組織の本部長は自治会長があたる。 

3. 防災本部組織の副本部長は自治会副会長があたる。 

4. 防災本部のチームリーダー、サブリーダーは自治会各部長又は副部長が兼務する。 

5. 防災本部は緑園学園地域防災拠点（以下「拠点」）運営委員会と連携する。 

6. 防災本部の各班員は五丁目いっとき避難場所（北ノ入公園）及び「拠点」で活動する。 

五丁目防災本部員（自治会役員、班長、要援護者支援組織メンバー）の 

発災から避難、災害対応の手順 

1. 自身及び家族、自宅の安全確保最優先 

2. 自宅周辺被災状況の確認、避難の判断 

(ア) 住居に東海の危険がない場合はあえて避難する必要はない 

(イ) 住居が倒壊あるいは倒壊の危険がある場合は近くの公園・学校へ避難 

① 五丁目いっとき避難所：北ノ入公園（緑園五丁目防災本部設置） 

② 指定されている避難所：緑園学園地域防災拠点 

3. 大規模火災等の発生により延焼の危険がある場合は広域避難場所へ避難 

① 広域避難場所：戸塚カントリー倶楽部一帯 

  



 

自身及び家族、自宅の安全確保が完了した後のアクション 

 

※ ＊字は今回の改訂箇所 

地域防災拠点との連携 

緑園五丁目防災本部（以下「本部」）は、「緑園学園地域防災拠点運営委員会」と連携して、五丁目地域内「在宅避難者」

への食料・生活物資の供給、救出・救護の対応、防犯体制の構築等を実施する。特に、「在宅避難者」への食料・生活物資の

供給のため、在宅避難住戸、人員、必要物資等の情報取得、集約を行い、速やかに「拠点」へ届ける。発災時の行政による災

害対策活動における「緑園五丁目防災本部」の位置づけは以下の通りとする。 

 

 

  



緑園五丁目防災本部の役割分担 

防災本部を北ノ入公園に設置し、晴・雨天ともにテントを設営し「本部」と掲示する。 

※付記の班は「地域防災拠点」の同名称の班と連携した活動を行う。 

防災本部長 

防災本部を統括し「地域防災拠点庶務班」と連携する。情報庶務班とともに、「地域防災拠点」と情報交換を行う。 

状況に応じた、人員の編成を指示する。 

防災副本部長 

防災本部長を補佐し、本部長不在時はその代行を担当する。 

庶務・情報チーム（※） 

五丁目の被災状況を把握し、防災本部の情報連絡を担当する。発災時は、「簡易デジタル無線機運用規定」に基づき、簡易

デジタル無線機を払出、軌道し、地域防災拠点と協力して運営する。 

避難誘導チーム 

「いっとき避難場所（北ノ入公園）」から下記避難場所への避難誘導を担当する。 

1. 「地域防災拠点（緑園学園）」 自宅が倒壊あるいは倒壊の危険があり、生活を継続できない被災者が対象 

2. 「広域避難場所」 火災が発生し、延焼の危険が大きい場合、危険回避の間避難誘導を行う。 

救出・救護チーム（※） 

被災者の救助活動、けが人の応急手当てを担当する。救援・救助の要請を行う等、「地域防災拠点」と連携する。 

食料・物資チーム（※） 

五丁目の食料・物資の必要性の把握と「地域防災拠点」からの食料・物資の運搬や「在宅避難者」への配布を担当する。 

保健衛生チーム 

「在宅避難者」宅のトイレ使用可否の把握と使用開始可否の確認、伝達を担当する。 

消火チーム 

地域の火災発生状況を把握し、火災発生時には速やかに消防署へ連絡する。 

要援護者支援チーム 

従来のキズーナ活動を通じて、発災初期の要援護者支援活動キズーナ活動の対応。安否確認対応、当面の対処、本部のほ

かチームへの連携、支援依頼等を担当する。 



緑園五丁目防災本部組織 

 

  



 

改訂履歴 

版 改訂日 備考 

初版 平成 19 年 9 月 9 日   

C 版 令和 6 年 7 月 14 日 

発災後アクションのフローチャート化 

要援護者支援チームの新設 

班→チームに名称変更 

救出救護班の役割整理 

D 版 令和 7 年 4 月 1 日 ブロック委員のアクション一部修正 

 

 

以上 


